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別紙 

 

福島第一原発事故放射能汚染対策特別委員会設置に関する決議 

 

次のとおり、福島第一原発事故放射能汚染対策特別委員会を設置するものと

する。 

 

 

１ 名   称  福島第一原発事故放射能汚染対策特別委員会 

 

２ 設置の根拠  地方自治法第 109 条第 4 項及び委員会条例第６条 

 

３ 目   的  福島第一原発事故による放射能汚染に関する対策について

調査する。 

 

４ 委員の定数  12人 

 

５ 調 査 期 間  調査が終了するまでとし、閉会中も継続調査を行う。 


